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平成１５年度独立行政法人平和祈念事業特別基金年度計画 

 
 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 31 条の規定に基づき、独立行政法

人平和祈念事業特別基金（以下「基金」という。）の平成 15 年度の業務運営に関する計

画を以下のとおり定める。 
 
 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務経費の削減 
職員の意識改革により、節電による省エネルギーの推進、ＬＡＮの活用によるペー

パレス化等を推進し、業務経費の節減に努める。 
業務経費の使用状況等を各部門においても常時把握できるようなシステムを導入し、

業務運営の効率化を図る。 
 

２ 外部委託の推進 
外部委託する方が効率的と認められる業務について、可能なものから外部委託を推

進する。 
 

３ 組織運営の効率化 
業務をより効率的・弾力的に遂行することができるよう、従来の課制を廃止し、組

織体制のスタッフ制を導入し、組織階層のフラット化を行う。 
 
 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 
 １ 資料の収集、保管及び展示 
  ⑴ 資料の収集 

① 外部有識者、関係団体（社団法人元軍人軍属短期在職者協力協会、財団法人全

国強制抑留者協会及び引揚者団体全国連合会）等からの意見聴取、所在情報の収

集等を日常的に行い、個人が所有する恩給欠格者（旧軍人軍属であって年金たる

恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しな

い者）、戦後強制抑留者（昭和 20 年８月９日以来の戦争の結果、同年９月２日

以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制

抑留された者で本邦に帰還した者）、引揚者（今次の大戦の終戦に伴い本邦以外

の地域から引き揚げた者）等（以下「関係者」という。）の労苦に関する資料

（以下「関係資料」という。）の収集について、特別企画展・地方展示会の催事

等を活用し関係資料の収集への協力を訴えることにより、250 件程度収集する。 
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② 記録映画フィルム、新聞、書籍等の所在情報の調査を行う。また、寄託者あて

に文書等により寄贈への切り替え又は寄託の継続を要請する。 
 
③ 外国の政府等が保有する関係資料の所在調査を行い、収集方法の具体化を検討

する。 
 

⑵ 資料の保管 
① 適切な保管 

ア カルテの作成 
実物資料の種類、由来、提供者等の情報を整理したカルテを 250 件程度作

成する。 
 

イ 環境の整備 
倉庫内の積層化により、保管スペースを確保する。 
 

ウ 関係資料の修理等 
専門家と連携して関係資料の現状の状態に基づき数段階に分けたランク付け

作業を実施する。 
 

② 適切な保存措置 
ア 適切な環境での保管 

必要に応じて関係資料の燻蒸処理を行うとともに、保護材を使用した適切保

管を行い、定温、定湿倉庫に保管する。 
 

イ 劣化防止 
希少性の高い貴重な関係資料の劣化防止のための措置として、脱酸処理、エ

ンキャプレーション、防錆処理等の適切な措置を講ずる。 
 

ウ 複製の作成 
希少性の高い関係資料について複製を作成し、平和祈念展示資料館等におけ

る展示に利用する。 
 

③ 既に収集された関係資料・書籍約 23,000 点の電子データ化と新規で収集され

る関係資料・書籍等 1,300 点の電子データ化を実施する。 
 
  ⑶ 資料の展示 
   ① 平和祈念展示資料館 

ア 積極的な広報、説明員による団体客への積極対応、特別企画展開催中におけ

る臨時開館など開館日・開館時間の弾力化等により、入館者数の目標を２万人

以上とする。 
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イ 外部有識者等の意見を聴取し、平成 16 年度以降に向けての新規事業につい

て検討する。 
 
   ② 特別企画展 

平成 15 年 11 月９日から 30 日までの間戦後強制抑留関係、平成 16 年１月 31
日から２月 14 日までの間終戦に伴う海外からの引揚げ関係をテーマとした特別

企画展を開催し、各回の入場者数の目標を 3,300 人以上とする。 
 
   ③ 平和祈念展 

（認可法人中に実施済み。） 
 
   ④ 地方展示会 

ア 直轄の地方展示会 
平成 15 年 10 月２日から７日の間「平和祈念展」を兵庫県神戸市において

開催し、入場者数の目標を 5,000 人以上とする。 
 

イ 委託事業の地方展示会 
委託事業として大分県、京都府等５ヶ所で開催する。 

 
   ⑤ アンケートの実施 

平和祈念展示資料館の入館者、特別企画展・地方展示会の入場者等に対して、

アンケートを実施し、過半数の者から満足した旨の回答を得ることを目標とする

とともに、その結果を以後の展示内容に適切に反映させる方策を講ずる。 
 
   ⑥ ホームページによる提供 

電子データ化された関係資料をホームページにおいて公開するための基準・内

容・規模等を検討する。 
 

     ⑦ 関係資料の貸出し 
関係資料館を始め、基金以外の者が実施する展示会等において、関係資料の展

示を希望する場合には、その展示の趣旨、内容等を勘案の上、関係資料の貸出し

を積極的に行う。 
 
 

 ２ 調査研究 
  ⑴ 労苦の実態把握 

ア 関係団体に対し、体験者の労苦を手記又は聴き取りによってとりまとめるため

の調査（以下「労苦調査」という。）の委託を行う。また、上記調査により集め

られた手記等について当時の文献、公的資料との比較により、そのとりまとめを

行う。 
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イ 財団法人全国強制抑留者協会に対し、戦後強制抑留者に関する抑留の実態を把

握するための現地調査の取りまとめを委託する。 
 
  ⑵ 記録史の作成 

① 「戦後強制抑留史」の編纂 
認可法人中より編纂作業を進めてきた、「戦後強制抑留史」について、史実の

確認・検証作業、用字用語の確認校正作業等を行い、同抑留史構成案に基づいた

執筆原稿及び関係資料編・関連事項年表編原稿の最終的なとりまとめを完了する。 
 

② 「旧軍人軍属短期在職者労苦史」（仮称）の編纂 
編纂委員会等を計４回程度開催し、編纂方針についての検討、資料の収集整理、

海外所在の戦跡等調査及び同調査結果報告聴取、体験者に対する聴き取り調査結

果の分析検討等を行う。また、社団法人元軍人軍属短期在職者協力協会に委託し

て、体験者に対する聴き取り調査等を実施する。 
 
  ⑶ 外国調査の実施 

ロシア連邦の公的機関からの資料収集のための方策を検討する。 
 

 ３ 記録の作成・頒布、講演会等の実施等 
  ⑴ 記録の作成・頒布 
   ① 総合データベースの構築 
     既刊「平和の礎」の総合データベースへの登録（紙媒体のスキャニング等によ

るデータ化及びシステムへの取り込み）を行い 2,000 件程度のデータ登録を実

施する。 
 
   ② ホームページによる提供 
     総合データベースのホームページへのリンク及び「平和の礎」等作成記録のホ

ームページ上での閲覧公開に向けて、問題点の把握と整理を行う。 
 
   ③ 調査研究の成果の出版等 

労苦調査研究の成果を活用し、関係者の手記等を取りまとめ、「平和の礎」と

題し、それぞれ「軍人軍属短期在職者が語り継ぐ労苦」、「シベリア強制抑留者が

語り継ぐ労苦」、「海外引揚者が語り継ぐ労苦」として作成する。 
（体験者証言ビデオ、「平和の礎」のダイジェスト版及び同子供版は認可法人

中に作成済み。） 
 
   ④ 出版物等の活用 
     出版物を平和祈念展示資料館に配置、展示し入館者が気軽に手にとって閲覧で

きるようにする。個々の入館者が手にとって閲覧することが困難なビデオ映像に
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ついては、常時平和祈念展示資料館において上映し、不特定多数の入館者が視聴

可能となる方策を講ずるとともに、校外学習で訪れる小中高校生の団体等に対し

積極的に上映し活用を図る。また、これら出版物等については、全国の主要図書

館、大学等研究施設、小中高等学校等に配布し理解の促進を図る。 
 
  ⑵ 講演会等の実施 
   ① 講演会等の開催 

特別企画展開催期間中に、著名人等の体験者を交え、当時の内外情勢等背景事

情などを分かりやすく解説するとともに、体験者の労苦体験を語り継ぐ趣旨のフ

ォーラムを新宿住友ビル内ホールにおいて平成 15 年 11 月９日、同 29 日、平成

16 年１月 31 日、２月 14 日の計４回開催する。各回の入場者数の目標を定員一

杯の 300 人以上とし、計４回の開催で合計 1,200 人以上とする。 
 
   ② 戦争体験の労苦を語り継ぐ集いの開催 

「戦争体験の労苦を語り継ぐ集い」を関係団体への委託により、10 回以上開

催する。開催に当たっては、地方展示会との有機的連携を図る。 
 

③ 校内放送番組制作コンクールの実施 
高校生を対象に戦争体験の労苦をテーマとした校内放送用ビデオ番組制作コン

クールを実施し優秀企画校を 10 校程度選定する（次事業年度、優秀企画校に対

し番組制作を行わせる予定。）。 
 
  ⑶ 語り部の育成 

関係者の労苦を次世代に語り継ぐ「語り部」を 10 人以上育成し、育成状況に応

じ平和祈念展示資料館等で活用する。 
 

  ⑷ 催し等への助成 
財団法人全国強制抑留者協会が実施する戦争犠牲による死亡者を慰霊するための

慰霊祭・講演会等交流慰藉事業の事業の開催に対し、助成を行う。 
（シベリア慰霊訪問、日本とロシアのシンポジウムは、認可法人中に実施済

み。） 
 
 
 ４ 書状等の贈呈事業 
  ⑴ 書状等の贈呈事業の実施 
   ① 恩給欠格者に対する書状等の贈呈 

ア－１ 旧軍人軍属として外地等（現在の本邦以外の地域、南西諸島、小笠原諸

島又は北方四島の各地）に勤務した経験を有し、かつ、加算年を含めた在職年

が３年以上の者に対し、内閣総理大臣名の書状、銀杯及び慰労の品を贈呈する。 
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ア－２ 旧軍人軍属として外地等に勤務した経験を有し、かつ、加算年を含めた

在職年が３年未満の者のうち、実在職年が１年以上の者に対し、内閣総理大臣

名の書状及び銀杯を贈呈する。 
 
ア－３ 旧軍人軍属として外地等に勤務した経験は有しないが、実在職年１年以

上の者に対し、内閣総理大臣名の書状を贈呈する。 
 
イ ア－１からア－３の対象となり得た者で、死亡した者の遺族に対し、内閣総

理大臣名の書状を贈呈する。 
 

② 戦後強制抑留中死亡者の遺族に対する書状等の贈呈 
昭和 20 年８月９日以来の戦争の結果、同年９月２日以後ソヴィエト社会主義

共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留され、強制抑留中に

亡くなられた者の遺族に対し、内閣総理大臣名の書状及び銀杯を贈呈する。 
 

③ 引揚者に対する書状の贈呈 
今次大戦の終戦に伴い本邦以外の地域から引き揚げてきた者のうち、引揚者等

に対する特別交付金の支給に関する法律（昭和 42 年法律第 114 号）による特別

交付金を受けた者に対し、内閣総理大臣名の書状を贈呈する。 
 
  ⑵ 標準期間の設定 

審査期間 6 ケ月以内に処理を終えるものの割合を 95％以上とするとともに、軍

歴の事実確認が困難な案件である、いわゆる認定困難案件について、未認定者の傾

向を把握し、認定困難案件の処理の促進が図れるよう、基礎データの把握に努める。 
 
  ⑶ 未請求者への周知 

新聞広告及び市町村広報紙（誌）への掲載協力依頼等を実施し、電話による関係

者からの問い合せ等があった場合には、広報媒体、照会者の続柄、居住県等を把握

し、未だ未請求となっている者に対する広報の在り方及び方法を検討し、関係者へ

の周知に努める。 
 
 
 ５ その他の重点事項 
  ⑴ 効果的な広報 

当基金の設立の趣旨、事業内容及び活動現況等について関係行政機関及び関係団

体、さらには国民の理解をより一層深めるため、「事業案内」、「年報」、「基金だよ

り」を作成、配付する。 
平和祈念展示資料館の広報や平和祈念展、講演会等の催しの開催に当たっては、

ポスターの作成、新聞、交通広告、既参加者への案内等を効率的に行い、より広く

一般に対しその周知を図る。 
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  ⑵ ホームページの充実 

ホームページへのアクセス件数が増加するよう内容を充実させ、アクセス件数の

目標を 15 万件以上とする。 
 
  ⑶ 地方公共団体との連携強化 

「都道府県実務担当者ブロック会議」を平成 15 年 10 月に開催するとともに、

基金で作成する「事業案内」、「基金だより」等を地方公共団体あてに配布し、書状

等贈呈事業への協力、基金の事業全般に対する理解の促進を図る。 
 

⑷ 関係資料館とのネットワーク化 
基金と運営目的が類似している全国 12 の資料館の参加を得て、「関係資料館会

議」を平成 15 年 10 月２日、３日の両日に開催する。これら関係資料館との間で、

それぞれの資料館の運営、入館促進、設置目的に対する一般国民の理解促進方策等

について意見・情報交換を行い、各関係資料館及び平和祈念展示資料館相互の間で

可能なネットワーク化に向けて情報の共有、知見の集約を行う。 
 
  ⑸ 外国の関係機関との関係強化 

ロシア連邦国立公文書庁等との協力関係構築の方策について検討を行う。 
 
 
第３ 予算、収支計画及び資金計画 

運用資金の基本的な運用方針のもと、安全かつ適切な運用を行う。予算、収支計画及

び資金計画については、別添のとおり。 
 
 
第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
    １ 人事に関する計画 

⑴ 職員の研修 
職員を外部の研修に積極的に派遣するとともに、内部においても講習会を開催し、

能力開発の推進と意識の向上を図る。 
 

⑵ 人員に係る指標 
10 月１日の常勤職員数    １９名 

    年度末の常勤職員数見込み １９名 
  
 

２ その他業務運営に関する事項 
⑴ 環境対策 

消耗品等について、環境に配慮した製品の使用を推進する。 
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⑵ 危機管理 

平和祈念展示資料館における危機対応マニュアルを作成するとともに、危機管理

体制の整備を行う。 
 

⑶ 職場環境 
メンタルヘルス、セクシャルハラスメントについての管理体制を整備する。 
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（別添）

１ 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 548
運用収入 445
事業外収入 0
計 993

支出
慰藉事業費 782
一般管理費 211
計 993

※ 運用収入は、金利動向により変動する可能性がある。

【人件費の見積り】

期間中総額 １０８百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手
当に相当する範囲の費用である。
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２ 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 991
経常費用 991
慰藉事業費 751
一般管理費 211
減価償却費 28

財務費用 0
臨時費用 0

収益の部 991
運営費交付金 517
運用収入 445
事業外収入 0
資産見返運営費交付金戻入 1
資産見返補助金戻入 27
財務収益 0
臨時収益 0

純利益 －
目的積立金取崩額 －
総利益 －

※ 運用収入は、金利動向により変動する可能性がある。

３ 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 993
業務活動による支出 962
投資活動による支出 31
財務活動による支出 0
次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 993
業務活動による収入 993
運営費交付金による収入 548
運用収入 445

投資活動による収入 0
財務活動による収入 0
前期中期目標の期間よりの繰越金 －

※ 運用収入は、金利動向により変動する可能性がある。


